
犯罪被害者週間「国民のつどい中央大会」

平成２１年１２月１日（火）

法務省における、基本法成立以降の

司法制度の施策の進展状況について

犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度の概要

刑事裁判の手続

判決 上訴被告人質問証人尋問 最終弁論論告・求刑起訴状
朗読

公訴の提起

訴因の範囲内で，事実又

は法律の適用について意
見を陳述することができる。

被害者等：検察官に参加
の申出

検 察 官：意見を付して裁
判所に通知

裁 判 所：参加の許否を
判断

意見を陳述するた

めに必要な場合に
質問をすることがで
きる。

情状についての

証言の証明力を
争うための尋問
をすることができ
る。

被害者参加制度

○ 公判期日に出席することができる。
○ 被告事件についての刑訴法上の検察官の権限の行使に関し，意見を述べ，説明を
受けることができる。

許可
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被害者参加人のための国選弁護制度のイメージ

被害者参加人

裁 判 所

契 約

弁護士事務の提供

弁 護 士

日本司法支援センター国選被害者参加弁護士
を依頼

現金・預金など（３ヶ月以
内に犯罪行為が原因で支払う
見込みの費用額を除く）が１
５０万円未満 通知書

申告書

資力等の申告書など
被害者参加人の
意見を聴き，弁
護士の候補を指
名通知

選 定
国選被害者参加弁護
士の指名について，
意見を述べることが
できます。

例えば…
・以前からよく相談してい
る○○弁護士にお願いした
い

など

資力要件

一定の資力要件を満たす方

日本司法支援センターを通じて

国選被害者参加弁護士を国選被害者参加弁護士を
依頼できます！依頼できます！

２

損害賠償命令制度の概要

本手続き
の記録

民事裁判

第 一 審

上告審

確定判決と同じ効力

損害賠償請求に関する裁判手続の特例

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

主張整理，刑
事記録の取
調べ等

主張整理，
審理計画
の策定等

証拠調べ等

損害賠償請求についての
審理（４回以内）

証拠調べ等，
審理終結

訴
え
提
起
擬
制

刑事裁判

刑事記録

損害賠償請求の
申立て

有

罪

判

決

弁

論

終

結

損
害
賠
償
命
令

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

口
頭
弁
論
又
は
審
尋

異議申立て異議申立て
控訴審

上 告 審

控 訴 審

不服なし不服なし

公

訴

提

起

簡単かつ速やかな手
続きが可能になりま
した！
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法務省における，そのほかの取組

○ 被害者等通知制度

○ 犯罪被害者等に関する情報の保護

○ 公判記録の閲覧・コピー ○ 被害者等による少年審判の傍聴

○ 被害者支援員制度

○ 被害者ホットライン

○ 被害者等の心情を中心とする

○ 少年保護事件の記録の閲覧・コピー

○ 仮釈放・仮退院審理における意見等

○ 保護観察中における心情等伝達制度

など

聴取制度意見陳述制度
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